
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件抗告を却下する。

　　　　　抗告費用は抗告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　右抗告人は、売却許可決定に対する執行抗告却下決定に対する特別抗告申立書と

題する書面を当裁判所に提出したが、右抗告却下決定に対しては民事執行法一〇条

八項の規定により更に執行抗告をすることができるから、これに対し直接特別抗告

の申立をすることは許されず、右の申立は、特別抗告としては不適法とするほかな

い。

　また、これを民事執行法の前記規定による執行抗告の申立と解するとしても、右

規定による執行抗告については同法一〇条二項の規定が適用されるから、抗告状を

原裁判所でなく当裁判所に提出してした本件申立は、執行抗告としては、右規定に

違反するものというべきである。そして、このように同法一〇条二項の規定に違反

してした執行抗告については、その性質上、抗告状を受理した裁判所において、民

訴法三〇条の規定を類推適用して事件を原裁判所に移送することなく、不適法な申

立として却下すべきものと解するのが相当である。�

　右の次第であるから、本件抗告は結局不適法としてこれを却下し、抗告費用は抗

告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。
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